社会福祉法人山県市社会福祉協議会「福祉まちづくり推進員」設置要綱

（目　的）

第１条　社会福祉法人山県市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、地域福祉の増進を図るため、地域住民と協力し地域福祉推進計画及び地域での福祉活動を推進する「福祉まちづくり推進員」を設置する。

（資　格）

第２条　「福祉まちづくり推進員」は、社会福祉に関心があり、理解と熱意のある住民の中から自治会長が推薦し、本会会長がこれを委嘱する。

（任　務）

第３条　「福祉まちづくり推進員」は、地域住民とともに福祉のまちづくりを推進するため、次の任務を行うものとする。
（１）　地域福祉推進計画の推進に関すること。

（２）　担当地域の実情の把握と住民の福祉ニーズを正確にとらえ、福祉の増進につとめること。

（３）　担当地域における相談に応じ関係機関に結び付けるよう支援すること。

（４）　地域の中で福祉やボランティアに興味のある方の把握につとめること。

（５）　見守り活動を展開し、安全で安心なまちづくりにつとめること。
（６）　その他、地域福祉に必要な事業へ積極的に参加、協力すること。
（任　期）

第４条　「福祉まちづくり推進員」の任期は２年とし、３月３１日をもって終了するものとする。ただし、再任を妨げない。
２　「福祉まちづくり推進員」の欠員により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
３　自治会で「福祉まちづくり推進員」を新たに設置または増員する場合の任期は、本会会長が別に定めるものとする。
（選出数）

第５条　「福祉まちづくり推進員」の選出数は、自治会長の判断により複数を選出することができる。

２　自治会長は、推薦及び承諾書（様式第1号）により本会会長に推薦を行う。
（報　酬）

第６条　「福祉まちづくり推進員」は、無報酬で活動を行う。

（研　修）

第７条　本会は関係機関と連携し「福祉まちづくり推進員」を対象とした研修を行う。

（守秘義務）

第８条　「福祉まちづくり推進員」は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
　　　附　則

　この要綱は、平成２０年6月1日から適用する。

「ふくしまちづくり推進員」設置要綱内規
（目的）
第1条　山県市社会福祉協議会「ふくしまちづくり推進員」設置要綱に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
（任期）
第2条　第4条3項に関しては、通常任期満了日までの期間とする。

附則

この内規は平成23年4月1日から適用する。

